
令
和
４
年
就
業
構
造
基
本
調
査
が

実
施
さ
れ
ま
す

狂
犬
病
予
防
集
合
注
射（
追
加
）と

飼
い
犬
の
登
録
に
つ
い
て

防
護
柵
設
置
補
助
金
の

補
助
対
象
を
拡
大
し
ま
し
た
！

中
型
鳥
獣
用
の
箱
わ
な
を

貸
し
出
し
ま
す

狩
猟
免
許
等
の
取
得
費
用
を

補
助
し
ま
す

育
休
等
生
活
資
金
貸
付
制
度

の
ご
案
内

　

総
務
省
統
計
局
（
茨
城
県
・
城
里
町
）
で

は
、
10
月
１
日
現
在
で
就
業
構
造
基
本
調

査
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
日
本
の
就
業
状
況
等
の

実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
、
国
が
行
う
調
査
の
中
で
も
特
に
重
要

と
さ
れ
る「
基
幹
統
計
調
査
」
で
す
。

　

９
月
上
旬
か
ら
調
査
員
が
担
当
す
る
地

域
を
巡
回
し
、
お
住
ま
い
の
世
帯
状
況
に

つ
い
て
確
認
を
行
い
ま
す
。
そ
の
結
果
を

も
と
に
９
月
下
旬
か
ら
、
調
査
員
が
調
査

を
お
願
い
す
る
世
帯
に
伺
い
ま
す
の
で
、

調
査
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

ま
ち
づ
く
り
戦
略
課　

　

☎
０
２
９

－

３
５
３

－

７
０
４
０（
直
通
）

　

令
和
４
年
度
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射（
追

加
）を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。
ま
だ
予

防
注
射
が
済
ん
で
い
な
い
犬
の
飼
い
主
は
、

必
ず
受
け
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
生
後
91
日
以
上
の
犬
の
飼
い
主

に
は
、
年
１
回
の
予
防
注
射
に
加
え
、
犬

の
登
録
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
飼

い
犬
を
ま
だ
登
録
し
て
い
な
い
方
は
、
町

民
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
死
亡
に
よ

り
登
録
を
抹
消
す
る
場
合
も
手
続
き
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

日
　
時　

９
月
25
日（
日
）

　

午
前
９
時
〜
11
時

場
　
所　

城
里
町
役
場 

本
庁
舎 

西
側
玄

　

関
付
近

料
　
金　

３
，
５
５
０
円

※

新
規
登
録
料
は
、
別
途
３
，
０
０
０
円

問
合
せ　

町
民
課

　

☎
０
２
９

－

３
５
３

－

７
３
４
３（
直
通
）

　

町
で
は
、
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
へ
の
被

害
を
防
止
す
る
た
め
、
防
護
柵
等
の
設
置

に
要
す
る
資
材
購
入
費
用
の
一
部
を
補
助

し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
補
助
対
象
が
畑
地
の
み
で

し
た
が
、
水
田
へ
の
防
護
柵
等
の
設
置
も

補
助
金
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。
ぜ
ひ
、

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象
者　

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

①
町
内
在
住
の
方

②
町
税
等
に
未
納
が
な
い
方

③
当
該
年
度
に
お
い
て
本
補
助
金
の
交
付

　

決
定
を
受
け
て
い
な
い
方

④
防
護
柵
等
を
設
置
す
る
農
地
を
耕
作
し

　

て
い
る
方（
確
認
事
項
あ
り
）

補
助
額　

資
材
購
入
費
用
の
３
分
の
２（
町
・

　

県
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
３
分
の
１
）
を
上
限

　

６
万
円
ま
で
補
助

申
請
方
法　

農
業
政
策
課
に
て
、
随
時
受

　

け
付
け
て
い
ま
す
。
予
算
に
限
り
が
あ

　

り
ま
す
の
で
、
購
入
前
に
農
業
政
策
課

　
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
先
・
問
合
せ　

農
業
政
策
課

　

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

５
２
９
５（
直
通
）

　

町
で
は
、
農
作
物
の
被
害
対
策
と
し
て
、

タ
ヌ
キ
・
ハ
ク
ビ
シ
ン
等
の
捕
獲
が
許
可

さ
れ
た
期
間
の
み
、
中
型
鳥
獣
用
箱
わ
な

の
貸
し
出
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。
申
請
に

は
、
必
要
書
類
や
確
認
事
項
な
ど
が
あ
り

ま
す
の
で
、
事
前
に
農
業
政
策
課
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
野
生
鳥
獣
は
、
鳥
獣
保
護
管
理

法
等
で
保
護
さ
れ
て
お
り
、
許
可
な
く
捕

獲
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

捕
獲
許
可
期
間　

　

７
月
１
日（
金
）〜
９
月
30
日（
金
）

※

台
数
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。

ア
ラ
イ
グ
マ
の
捕
獲
に
つ
い
て

　

ア
ラ
イ
グ
マ
は
法
律
に
よ
り「
特
定
外
来

生
物
」に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
き
た
ま

ま
の
運
搬
・
飼
育
・
譲
渡
・
放
獣
の
行
為

は
「
外
来
生
物
法
」
で
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
ま

す
。
捕
獲
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
許

可
を
受
け
た
者
が
対
応
し
ま
す
の
で
、
速

や
か
に
農
業
政
策
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　

農
業
政
策
課

　

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

５
２
９
５（
直
通
）

　

現
在
、
猟
友
会
員
の
減
少
や
高
齢
化
が

進
む
中
、
有
害
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
被
害

は
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
町

で
は
、
被
害
の
減
少
と
新
た
な
鳥
獣
被
害

対
策
実
施
隊
員
の
確
保
の
た
め
、
免
許
等

の
取
得
に
か
か
る
費
用
を
補
助
し
て
い
ま

す
。
申
請
方
法
や
対
象
条
件
な
ど
の
詳
細

は
、
農
業
政
策
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

補
助
対
象
と
な
る
免
許
等

　

狩
猟
免
許（
狩
猟
を
行
う
た
め
）

　

銃
砲
所
持
許
可（
銃
を
所
持
す
る
た
め
）

申
請
先
・
問
合
せ　

農
業
政
策
課

　

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

５
２
９
５（
直
通
）

　

県
で
は
、
育
児
休
業
・
介
護
休
業
中
の

勤
労
者
の
生
活
の
安
定
を
図
る
た
め
、
休

業
中
の
生
活
資
金
を
低
利
で
融
資
し
て
い

ま
す
。

対
象
者　

県
内
在
住
の
勤
労
者
で
、
現
在

　

の
勤
務
先
に
１
年
以
上
勤
務
し
、
前
年

　

税
込
年
収
１
５
０
万
円
以
上
で
次
の
い

　

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

・
育
児（
介
護
）休
業
を
取
得
し
、
休
業
終

　

了
後
復
職
す
る
こ
と
が
確
か
な
方

・
子
の
看
護
休
暇
、
ま
た
は
介
護
休
暇
を

　

取
得
す
る
方

・
育
児
ま
た
は
介
護
の
た
め
の
所
定
労
働

　

時
間
の
短
縮
措
置
を
利
用
す
る
方

使
　
途　

期
間
中
に
必
要
な
生
活
資
金

金
　
利　

年
１
・
５
％（
別
途
保
証
料
率 

年

　

０
・
７
％
）

融
資
額　

１
０
０
万
円
ま
で
（
休
業
１
月

　

あ
た
り
10
万
円
限
度
）

問
合
せ　

お
近
く
の
中
央
労
働
金
庫（
県
内
）

　

ま
た
は
県
労
働
政
策
課

　

☎
０
２
９

－

３
０
１

－

３
６
３
５



（広 告）

全
国
一
斉
司
法
書
士
に
よ
る

養
育
費
電
話
相
談
会

不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る

不
動
産
無
料
相
談
会

桂
公
民
館
一
日
講
座

は
じ
め
て
の
ド
ロ
ー
ン
体
験
教
室

七
会
町
民
セ
ン
タ
ー
一
日
講
座

秋
の
リ
ー
ス
作
り
教
室

常
北
公
民
館
一
日
講
座

テ
ラ
リ
ウ
ム
教
室

　

茨
城
青
年
司
法
書
士
協
議
会
は
、
養
育

費
に
関
す
る
電
話
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

養
育
費
に
関
す
る
問
題
で
お
困
り
の
方
は
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
　
時　

９
月
25
日
（
日
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

相
談
電
話
番
号

☎
０
１
２
０

－

５
６
７

－

３
０
１

※

予
約
不
要
、
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守
。

問
合
せ　

茨
城
青
年
司
法
書
士
協
議
会

☎
０
２
９

－

２
９
７

－

５
９
１
０

　

不
動
産
鑑
定
士
が
、
不
動
産
の
価
格
な

ど
の
相
談
に
無
料
で
お
応
え
し
ま
す
。
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
　
時

10
月
12
日（
水
）

　

午
前
10
時
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
４
時

※

相
談
時
間
は
、
ひ
と
り
１
時
間
程
度

場
　
所　

茨
城
県
開
発
公
社

１
階

中
会

　

議
室
（
水
戸
市
笠
原
町
９
７
８

－

２
５
）

持
参
品　

参
考
資
料
と
し
て
公
図
の
写
し

　

や
固
定
資
産
税
課
税
書
類
等
を
お
持
ち

　

く
だ
さ
い
。

申
込
方
法　

９
月
30
日
（
金
）午
後
５
時
ま

　

で
に
、
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
先
・
問
合
せ　
（
一
社
）茨
城
県
不
動

　

産
鑑
定
士
協
会

☎
０
２
９

－

２
４
６

－

１
２
２
２

日
　
時

10
月
30
日
（
日
）

　

午
前
10
時
〜
正
午

場
　
所　

常
北
公
民
館

中
会
議
室

対
象
者　

町
内
に
在
住
ま
た
は
通
勤
・
通

　

学
さ
れ
て
い
る
方（
小
学
生
以
下
は
保
護

　

者
同
伴
）

定
　
員　

先
着
15
名

参
加
費　

８
０
０
円（
材
料
費
）

持
参
品

マ
ス
ク
、
筆
記
用
具
、
飲
み
物
、

　

持
ち
帰
り
用
の
袋

講
　
師　

桐
原

一
恵

先
生

申
込
方
法　

参
加
費
を
添
え
て
、
常
北
公

　

民
館
ま
で
直
接
来
館
し
て
お
申
し
込
み

　

く
だ
さ
い
。

申
込
期
間　

９
月
25
日（
日
）〜
10
月
９
日

　
（
日
）

※

受
付
日
時
／
月
曜
・
祝
日
を
除
く
、
午

　

前
９
時
〜
午
後
５
時

申
込
先
・
問
合
せ　

常
北
公
民
館

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

５
５
７
５

日
　
時

10
月
30
日（
日
）

　

午
前
10
時
〜
正
午

場
　
所　

桂
体
育
館

対
象
者　

町
内
に
在
住
ま
た
は
通
勤
・
通

　

学
さ
れ
て
い
る
15
歳
以
上
の
方

定
　
員　

先
着
10
名

参
加
費　

１
，
５
０
０
円（
ド
ロ
ー
ン
レ
ン

タ
ル
代
、
資
料
代
、
保
険
代
）

持
参
品　

マ
ス
ク
、
筆
記
用
具
、
室
内
用

　

の
運
動
靴

講
　
師　

ド
ロ
ー
ン
・
テ
ク
ニ
カ
ル
・
カ

レ
ッ
チ
校
長　

槐

頼
崇

先
生

申
込
方
法　

参
加
費
を
添
え
て
、
桂
公
民

　

館
ま
で
直
接
来
館
し
て
お
申
し
込
み
く

　

だ
さ
い
。

申
込
期
間

10
月
２
日（
日
）〜
９
日（
日
）

※

受
付
日
時
／
月
曜
・
祝
日
を
除
く
、
午

　

前
９
時
〜
午
後
５
時

申
込
先
・
問
合
せ　

桂
公
民
館

☎
０
２
９

－

２
８
９

－

２
２
２
０

日
　
時

10
月
23
日（
日
）

　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

場
　
所　

七
会
町
民
セ
ン
タ
ー

資
料
室

対
象
者　

町
内
に
在
住
ま
た
は
通
勤
さ
れ

　

て
い
る
方

定
　
員　

先
着
15
名

参
加
費　

２
，
０
０
０
円
（
材
料
費
）

持
参
品

マ
ス
ク
、
飲
み
物
、
持
ち
帰
り

　

用
の
袋

講
　
師　

桐
原

一
恵

先
生

申
込
方
法　

参
加
費
を
添
え
て
、
七
会
町

　

民
セ
ン
タ
ー
ま
で
直
接
来
館
し
て
お
申

　

し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
間　

９
月
25
日（
日
）〜
10
月
１
日

　
（
土
）

※

受
付
日
時
／
月
曜
・
祝
日
を
除
く
、
午

　

前
９
時
〜
午
後
５
時

申
込
先
・
問
合
せ　

七
会
町
民
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
９
６

－

８
８

－

３
１
１
１
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